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日時：令和７年１１月２０日（木）

午後５時１５分～

場所：第３応接室（県庁本庁舎３階）

出席：知事
危機管理部、農林水産部
家畜保健衛生所※ 中小家畜試験場※

（※はリモート参加)

〔配信〕総合事務所等、市町村

鳥取県豚熱防疫対策連絡会議
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会 議 内 容

１ 発生状況（県内８４例目）

２ 感染確認区域について

３ 県の対応

４ 豚熱ウイルスの拡散防止のお願い



発生状況（県内８４例目）

〇陽性いのししの情報

・捕獲日 11月15日（土）

・受付日 １１月19日（水）

・発見場所 倉吉市河来見地内

・発見状況 くくりわなで捕獲

・体長 約７０ｃｍ、オス

・処理方法 埋設

〇１１月２０日（木） 倉吉家畜保健衛生所のリアルタイ
ムPCR検査で豚熱遺伝子を確認し、豚熱陽性と確
定



感染確認区域（感染いのしし発見場所から半径10km以内）

Ｒ７.11.20現在

今回の確認に係る
感染確認区域



県の対応（１）

１ 発生情報の周知と注意喚起

・県内全１６農場の飼育豚に異状なし

※感染確認区域内（半径10km）に養豚農場７農場

飼養頭数合計11,781頭

・県内全農場に対し、侵入防止柵や畜舎の点検、長靴や衣服
の交換、車両消毒の徹底を指示。

２ 移動制限等防疫措置

鳥取県は豚熱ワクチン接種区域であることから、制限区域
の設定や消毒ポイントの設置は行わない。



県の対応（２）

３ 野生いのしし対策

○狩猟者等への捕獲強化及びウイルス拡散防止対策の要請

 野生いのししについて感染確認区域（感染いのしし発見場
所から半径10km以内）の外への肉等持ち出しの自粛の要
請

 捕獲個体の適切な処理（埋却等）

 感染確認区域内での狩猟後は、移動時の洗浄・消毒の徹底
（自動車、器具、靴、衣服等）

○サーベイランス強化

 野生いのしし死体、捕獲個体の検査の強化

○ジビエ利用に関する注意喚起

 ジビエ利用関係者（狩猟者、処理施設）に発生情報の周知と
注意喚起



養豚場

感染確認市町村

県の対応（３）

経口ワクチン散布地

○経口ワクチン散布による県内へのウイルス拡散防止
前期：２回散布済（延べ520地点、10，4００個）
後期：２回散布中（延べ５２０地点、１０，４００個）



４ 狩猟者や登山者、山林内で作業される方への注意喚起

・豚熱ウイルス拡散防止のポスターを市町村及び関連施設へ配布し、
住民や登山者、山林内で作業される方への周知を依頼
・狩猟者へのチラシ配布や県ホームページ・ＳＮＳ、新聞広告等で注
意喚起実施

県の対応（４）

チラシ 新聞広告SNS（X トリピー）

令和７年７月２４日
新聞お知らせ広報

令和７年４月２６日



9

豚熱相談窓口（24時間対応）

■生産者の皆さんの相談窓口
鳥取家畜保健衛生所 ０８５７－５３－２２４０ （夜間休日は転送）

倉吉家畜保健衛生所 ０８５８－２６－３３４１ （ 〃 ）

西部家畜保健衛生所 ０８５９－６２－０１４０ （ 〃 ）

■死亡いのししに関する通報窓口
家畜防疫課 ０８５７－２６－７２８６

（夜間休日 ０９０-８０６１－９１０９）

■衰弱したいのししに関する通報窓口
各市町村窓口

■ジビエ利用に関する相談窓口
食パラダイス推進課 ０８５７－２６－７８５３ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

東部農林事務所 ０８５７－２０－３６５４ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）
中部総合事務所農林局 ０８５８－２３－３１６３ （ 〃 ）
西部総合事務所農林局 ０８５９－３１－９７６８ （ 〃 ）

■狩猟に関する相談
鳥獣対策課 ０８５７－26－7500（夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

■平日夜間、休日、祝日相談窓口
防災当直 ０８５７－２６－８１００
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豚熱ウイルスを広げないためにお願いしたいこと

①

②

③

④

ウイルスは土にも含まれています。
靴についた泥は山で落としましょう。

イノシシを引き寄せないよう飲食物は
捨てずに持ち帰りましょう。

山から下りたら養豚場等に近寄らな
いようにしましょう。

イノシシの死体を見つけたら、接触を避け、市町
村又は県に連絡してください。
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県民の皆様へ

１ 豚熱は豚熱ウイルスによる豚及びいのししの
病気であり、人に感染することはありません。

２ 仮に感染した豚やいのししの肉を食べても人
の健康に影響はありません。県民の皆様には安
心して豚肉やいのしし肉を食べていただくよう
お願いします。


